
 

香川県立保健医療大学職業紹介業務運営規程 

平成１６年４月２日 

  （目的） 

第１条  この規程は、職業安定法（昭和22年法律第141号）第33条の２の規定に基づき、香川県立保健医

療大学（以下「本学」という。）の在校生、卒業生及び修了生（ただし、卒業又は修了後１年以内の者

に限る。以下、本規程において同じ。)（以下「学生等」という。）に対して無料で職業紹介を行うこ

とにより、学生等の有する能力に適応した就職の促進を図ることを目的とする。 

  （紹介業務の担当） 

第２条  学長は、本学の教職員の中から、職業紹介業務を担当する者を定めるものとする。 

  （求人の申込み） 

第３条  求人の申込みをする者（以下「求人者」という。）は、求人票（様式第１-１号又は様式第１-２

号）を本学に提出しなければならない。 

  （労働条件等の明示） 

第４条  求人者は求人の申込みに当たり本学に対し、本学は紹介に当たり求職の申込みをする学生等（以 

 下「求職者」という。）に対し、その職務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければ 

 ならない。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるため、あらかじめ書面の交付ができないとき 

 は、当該明示すべき事項をあらかじめ書面の交付以外の方法により明示を求めること。 

  （求人申込みの受理） 

第５条  本学は、いかなる求人の申込みも受理するものとする。ただし、その申込みの内容が法令に違反 

 するとき、法令により明示が義務づけられている労働条件を明示しないとき、又は雇用条件が不適当と 

 認められるときは、その申込みを受理しないものとする。 

 （求職の申込み） 

第６条 求職者は、求職票（様式第２号）を本学に提出しなければならない。 

 （求職申込みの受理） 

第７条 本学は、いかなる求職の申込みも、受理するものとする。ただし、その申込みの内容が法令に違 

 反しているときは、その申込みを受理しないものとする。 

 （紹介） 

第８条 本学は、求職者に対しては、その希望と能力に適合する職業を紹介し、求人者に対しては、その 

 雇用条件に適合する者を紹介するように努めるものとする。 

２ 紹介に際しては、求職者に紹介時において従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間その他雇 

 用条件をあらかじめ書面の交付により明示すること 

３ 前項の職業紹介に当たっては、紹介状（様式第３号）をもって行うものとする。 

 （労働争議に対する不介入） 

第９条 本学は、労働争議に対する中立の立場を維持するため、同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている 

 事業所に求職者を紹介しないものとする。 

 （秘密の厳守） 

第10条 本学は、職業紹介業務運営上知り得た求人者及び求職者の個人的な情報はすべて秘密とし、これ 

 を他に漏らしてはならない。 



 

 （均等待遇） 

第11条 本学は、職業紹介業務を運営するに当たって、求人者及び求職者に対し、差別的な取り扱いをし 

 てはならない。 

 （内定の届出） 

第12条 就職が内定した学生等は、本学紹介、縁故紹介、自己開拓等にかかわらず、本学学生細則第22条 

 に基づき進路届を速やかに学長に提出しなければならない。 

 （報告） 

第13条 本学は、職業紹介状況等について、所轄の公共職業安定所に報告するものとする。 

 （帳簿等の保管） 

第14条 職業紹介業務に必要な帳簿等は、事務局に保管するものとする。 

 （補則） 

第15条 この規定及び関係法令に定めるもののほか、職業紹介業務の運営に関し必要な事項は、学長が定 

 める。 

 

   附 則 

 この規程は、平成１６年４月２日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 












